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ソーシャルワークとしての性教育―児童養護施設の性教育自己評価尺度開発からの考察

松　原　弘　子1

　ある児童養護施設で2年間のグループワークによる性教育を担当した5名の施設職員から、2年間の業務で感じ

た変化をグループインタビュー法により聴取し、テキストを質的に分析した。職員らは取り組み1年目は業務の

負担感や辛さを強く感じていたが、2年目になると5名中4名が負担感の減少や能力の向上を自覚していた。2年

間の職員の主観的な変化が言語化されたテキストの意味に注目して要素を分類し、児童養護施設における性教育

グループワークによって変化する職員の意欲、専門性の自覚、業務遂行能力、援助技術などを多角的に評価でき

る自己評価尺度を開発した。この尺度は、今後児童養護施設の中で性教育に取り組む職員が最初の困難や辛さを

のり越えて能力開発に向かう意欲を喚起する支援ツールとして活用できる可能性があると考えられた。本稿は、

2008年から2010年にかけて取り組まれたアクションリサーチの結果に、ソーシャルワークの視点から新たな考察

を加えたものである。
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1．はじめに

本稿では、2007年から2010年にかけて東京都内の

ある児童養護施設（以下、S園）で試みられた児童養

護施設（以下、施設）内の性教育実施体制開発研究プ

ロジェクト（以下、プロジェクト）の成果から、職員

育成効果を紹介する。プロジェクトの概要は松原ら

（2011）がすでに報告しているが、本稿が取り上げる

尺度は松原ら（2010）が2010年に子ども虐待防止学

会で発表した後、博士論文の資料として提出したのみ

である。本稿で紹介する尺度は、当時の内容を現在の

状況に合わせて改変した第3版である。本稿ではこの

尺度開発プロセスから得られた、現在の実践に活かせ

る知見をソーシャルワークの視点で考察する。

なお、字数制限上、研究に用いた質的データと分析

用ワークシートは掲載していない。データ分析手順の

詳細は筆者まで確認されたい。

2．序論

東京都立七生養護学校「こころとからだの学習」訴

訟（以下、ここから裁判）は、当時東京都立七生養護

学校が実施していた学校性教育が不適切であると教育

委員会から処分を受けたことの不当性を争った訴訟で、

2005年5月に提訴され、2013年11月の最高裁判決で

原告側全面勝訴が下され決着した注1）。子どものニー

ズに沿った具体的な性教育の妥当性が争われたこの裁

判中、日本の公立学校現場の性教育実践は停滞してい

た（堀川2023）。本稿で紹介するプロジェクトはこの

裁判と同時期に行われていた実践である。当時の児童

養護施設では、子どもの性行動が養護上の課題として

注目され、子どもの性的問題への対応に関する研究や

提言が増え始めていた時期であった（松原2018）。

2016年に児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四

号）が改正され、法の目的に「児童の権利に関する条

約の精神にのつとり」の文言が加わった。児童の権利

に関する条約は締結国に対し、児童の権利を尊重し、

確保するための適当な措置をとることを求めている

（外務省2024）。日本の批准は1994年であったが、よ

うやく2017年に、子どもの福祉の目的は子どもの権

利の尊重であると国内法で明文化されたのである。そ

して、児童の権利に関する条約第29条は子どもの発

達のための教育の提供を、第34条は子どもの性的搾

取・性的虐待からの保護を締結国に求めている。

山口（2022）は、児童養護施設の性教育実践に「国

際セクシュアリティ教育ガイダンス・改訂版」が示す、

「包括的性教育」の視点をもって、大人が挑戦する責

務があると述べている。さらに筆者は、責務を感じ性

教育に挑戦しようとする大人を増やすには、大人が性

教育に取り組むことによって受ける影響を知ることが

重要である、と加えたい。

本稿ではこのような立場から、かつてS園において

取り組まれたプロジェクトを紹介し、施設内で性教育

が実践できる職員を養成する意味と、施設における性

教育実践のソーシャルワーク機能について検討する。
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3．研究概要

S園では施設内で性教育を体系的に実施する必要性

から、2008年に助成金を受けて、2年間の性教育実践

の体系化に取り組むプロジェクトを立ち上げた。プロ

ジェクトの目的は施設内性教育実施体制の体系化で

あった。現実の課題を解決しながら、課題に対して新

たな仮説を生成するMorton-Cooper（2005）のアクショ

ンリサーチ・プロセスを参考に、研究者とS園が協力

して性教育実施体制を開発する研究計画をプロジェク

トとして立案・実施することになった。

このプロジェクトでは、性教育実施体制構築と職員

育成を並行して行いながら、S園で性教育が安定して

実施できない原因を解明し、継続的な実施体制を構築

しようと試みた（松原ら2011）。本稿で取り上げる尺

度は、2年間性教育を担当した5名の施設職員（以下、

職員）の2回のグループインタビューを通じて得られ

た、性教育実践を続けたことで職員に現れた変化を性

教育の実践力の全体像として把握しようとする試みと

して開発された。

4．用語の定義

本稿では、施設において職員が行う子どもの性行動

問題への対応を含めた性の指導全般を「施設内性教

育」、施設入所中の子ども集団に対して実施する計画

された性教育を「性教育」と記す。またこのプロジェ

クトの研究対象はS園、研究協力者は職員となるが、

煩雑な記述になるのを避けるため、性教育担当職員の

表記は「職員」に統一した。

5．倫理的配慮

本研究は、実践の改善と研究を並行させるアクショ

ンリサーチを採用したため、S園と研究者とが性教育

システムの開発を目的とする事業の倫理規定を定めて

契約する方法で研究の倫理性を担保した。具体的には、

事業実施における子どもの権利擁護指針（Child Pro-

tection Policy）とプログラム運営ルールを作成し、子

どもからのデータ聴取は行わない、データ分析の前に

すべての固有名詞は記号化し、エピソードを分析対象

とする場合には記述一般化することなどを事業確認書

として作成して、S園と研究者の間で契約書として取

り交わした。次に、本研究の介入対象となる性教育担

当職員には、事業の目的が職員の援助技術の向上を目

指す勤務の一環であるが、研究参加が負担な場合はい

つでも自由に離れることができ、またその結果業務上

の不利益は被らないことを組織として保証した注2）。

そして性教育への参加を求める子どもたちには、参

加の自由や守秘義務などを定めた「性教育のルール」

を作成し、新しい性教育はS園のより良い性教育のや

り方を開発するために行い、協力はしてほしいが参加

は自由であることを毎回の開始前にルールとして説明

し、参加を拒否する自由を保証した注3）。

6．研究方法

2007年3月にS園の性教育担当A職員にそれまでの

性教育実践に関する非構造化インタビューを行い、ⅰ）

カリキュラム（内容）、ⅱ）メソッド（方法）、ⅲ）シ

ステム（実施体制）、ⅳ）アセスメント（実施の評価）

の4点から課題を整理した。次に現状分析に基づいた

実施体制の素案を作成し、S園施設長と共有・合意し

た後、体制づくりに着手した。S園は小学2年生から

4年生まで施設内CAP注4）が導入されていたため、性教

育対象は5年生以上高校3年生までの小学生、中学生、

高校生の3グループで実施することとした。各グルー

プに男女1名ずつの担当職員6名、コーディネーター

のA職員という7名のチームを組み、6時間×2回の

研修受講後、素案に従って各グループ年間5 ～ 6回の

性教育を計画・実施した。チーム設計では、ジェンダー

差による力関係を考慮して女性職員が男性職員より経

験年数が長くなる選任を施設長に依頼した。研究者は

実施に伴走しながらOJTとスーパービジョンを行い、

2009年（1回目）と2010年（2回目）の3月に、男女

別のグループインタビューを実施して発言を録音、文

字起こししたテキストを作成した。

インタビューは半構造化面接法とし、2009年度は1）

性教育担当者に指名されたときの気持ち、2）担当者

研修受講後から実施までのプロセス、3）性教育実施

中の気づき・気持ちの変化、4）性教育終了後の気づ

き（達成感や困難）、5）改善に向けた提案や必要な

支援、6）その他の6項目、2010年度は1）2年間のプ

ロジェクトの評価、2）性教育を実施したことで生じ

た変化、3）児童養護施設で性教育を実施する意味、4）

改善に向けた提案や必要な支援、5）その他の5項目

について聞き、データを収集した。

データの質的分析方法は次の通りとした。まず、テ

キストを発言した担当者ごとに分類し、性教育中のエ

ピソードなど個別性が特定されうる情報を削除した。

担当者に内容の確認を依頼し、職員が分析に使用して

ほしくないと希望する発言も削除した。職員1名が1

年で担当を交代したため、2年経験した職員は5名と

なった。5名の2年間の変化のテキストを職員ととも

に読みながら、職員自身が変化や成長を感じている部

分を切片化した。次に、職員育成効果を測る分析ワー
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5専門職としての自覚、6企画立案・遂行能力、7性教

育理論・技法の習得、8公平な役割分担、9対等なコ

ミュニケーション、10性行動関連リスク介入、11性

的成長の支援、12相互承認と尊重、13非暴力的態度、

14共感性、15情報の共有、16業務連携の16の小項目

に整理した（表1）。

表1：生成されたS園内性教育を評価する尺度（縦軸）

評価軸 評価項目 評価される内容

Ⅰ本人の実感
1本人の実感 本人が感じる今の状態を主観

的な「できる」「よかった」
などの言葉から評価2本人の状態

Ⅱ目的意識

3業務目的の理解
施設内性教育が業務の一部で
あると理解し、目的意識を
持って仕事に取り組んでいる
かを3つの下位項目から評価

4業務に向かう姿
勢

5専門職としての
自覚

Ⅲ実施技術
ⅰ：実務能力

6企画立案・遂行
能力 実際に性教育を実施する知識

や技術を、企画力と実施技法
の2点から評価7性教育理論・技

法の習得

Ⅲ実施技術
ⅱ：役割分担

8公平な役割分担 性教育の効果を高める、担当
者の役割分担とコミュニケー
ション能力を評価

9対等なコミュニ
ケーション

Ⅳ生活援助技術
ⅰ： 性と生活の

連動

10性行動関連リス
クへの介入

生活の中で性的な問題を取り
扱える知識や技術を、介入と
支援の2項目から評価11性的成長の支援

Ⅳ生活援助技術
ⅱ：業務態度

12相互承認と尊重 性教育で求められる業務態度
が普段の生活援助技術にも反
映されているかを、子どもと
の関係性項目として評価

13非暴力的態度

14共感性

Ⅴ共有・連携力
15情報の共有 性的な問題の情報共有と、組

織に対して性の安全を進める
ための働きかけを評価16業務連携

整理された大、中、小項目を縦軸に配置し、成長過

程を把握する横軸を、スキルアップのステップがわ

かりやすいように、「0基準以下（ベンチ）」、「1新任

（ルーキー）」、「2若手（メンバー）」、「3中堅（リー

ダー）」、「4主任（コーチ）」という5段階の表現で設

定した。作成された表を「S園施設内性教育実施スキ

ル・セルフチェックシート」（以下、尺度）と名付け、

この尺度を用いて切片化した5名分の1年目と2年目

のテキストを尺度上のセルに当てはめ、5名の職員の

2年間の変化を個別に視覚化して、性教育を担当した

ことによる成長を評価した。

最後に、5名の変化すべてを1枚の尺度上のセル上

に配置し、テキストが配置されたセルごとに、テキス

トを性教育の能力を表現する言葉に言い換えて書き直

した。テキストが配置されなかった空欄のセルには、

前後のセルから類推できるレベルを表現する言葉を生

成して、16項目5段階のセルすべてに業務の状態像が

入るよう、意味の生成を繰り返した。この結果、S園

性教育実施者が自分のレベルを自己評価できる尺度が

開発された（表2）。

クシートを作成し、切片化されたテキストをワーク

シートの評価項目に分類した。

分析ワークシートは、以下の手順で作成した。まず、

プロジェクトの中でS園性教育目標として設定された

「施設に関わる人々全員が主体となって、性の問題を

普遍的に、連続性をもって捉え、子どもたちが暮らす

現在の施設内の性的リスクと、自立後の性生活の安全

を見据えて、児童、職員の双方が、対等な関係の下で

の相互承認と尊重を基本に、協力して行動できるよう

になるための教育を実践する」というビジョンから、

①性の問題を普遍的に、連続性を持ってとらえる、②

現在のリスクと③将来の安全の両方を視野に入れる、

④対等な関係性と相互承認のもとで⑤協力し行動でき

るようになる、の5項目をラベルとして評価項目の縦

軸に配置した。次に、縦軸の意味に一致すると見なせ

るテキストを拾い、大まかに分類した後、職員の変化

や成長に言及したテキストだが5項目の意味には当て

はまらないテキストを抽出し、新たなラベルを生成し

た。新たなラベルは⑥本人の実感と⑦目的意識の2項

目が生成された。

ここで全体が7項目となったが、目標とするビジョ

ンに沿った①～⑤のラベルの表現が具体的な遂行能力

を示す指標にそぐわないため、目標から設定された5

項目を実施技術、生活援助技術、共有・連携の3つの

表現に書き換えた。また、新たに加わった⑥と⑦は専

門性に対する姿勢や意識の変化であり、プロジェクト

目標より上位の変化を示す項目であると考えて順位を

上げ、評価の全体構造を見直した。

さらに、職員の発言に基づいたテキストと実際の性

教育遂行能力を示すキーワードを照らし合わせながら

分析ワークシートの縦軸の表現を再検討し、より適切

な表現を探したところ、最終的に縦軸の大項目がⅠ本

人の実感、Ⅱ目的意識、Ⅲ実施技術、Ⅳ生活援助技術、

Ⅴ共有・連携力の5軸に整理された。このうちⅢとⅣ

に質の異なる2つの能力を示すテキストが見いだされ

たため、Ⅲの下位項目にⅰ実務能力とⅱ役割分担、Ⅳ

の下位項目にⅰ性と生活の連動とⅱ業務態度を加えて、

分析ワークシートの縦軸を完成させた。

定まった縦軸に切片化したテキストを大まかに分類

した後、研究者とA職員が当時質的研究法の指導を受

けていた岩下清子国際医療福祉大学教授（当時）を訪

問し、質的分析に対する助言を受けながら、テキスト

から意味を抽出した。意味が共通するテキストをグ

ループ分けして小ラベルを作成する作業をくり返し、

性教育実践による変化を示すテキストを1本人の実感、

2本人の状態、3業務目的の理解、4業務に向かう姿勢、
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じ
な
い
、
当
た
り
前
、

ⅰ
）
実
感

わ
か
ら
な
い
～
で
き
た
気
が
し
な
い

わ
か
る
が
で
き
な
い
～
何
と
か
で
き
る

わ
か
っ
た
～
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

で
き
る
～
や
っ
て
よ
か
っ
た

や
る
の
が
当
然
～
伝
え
ら
れ
る

ⅱ
）
状
態

課
題

が
理

解
で

き
な

い
／
業

務
に

主
体

性
が

持
て
な
い

努
力

し
て

い
る

が
手

ご
た

え
が

感
じ

ら
れ

な
い

／
何
と
か
こ
な
せ
る

／
で
き
な
い
の
が
辛
い
「

で
き

る
感

じ
」

が
持

て
る

／
負

担
感

が
減

っ
て
い
る

／
業
務
に
主
体
性
が
持
て
る

頼
り

に
さ

れ
た

り
評

価
さ

れ
た

り
し

て
い

る
／
業

務
へ

の
前

向
き

な
気

持
ち

や
誇

り
が

持
て
る

部
下

や
仲

間
に

働
き

か
け

ら
れ

る
／
新

た
な

課
題
に
気
づ
い
て
い
る

／
責
任
を
感
じ
る

項
目
Ⅱ

プ
ロ
意
識

ⅰ
）

目
的

の
明

確
さ

性
教

育
の

必
要

性
が

わ
か

ら
な

い
（

業
務

の
一
環
以
上
の
意
識
を
持
っ
て
い
な
い
）

一
般

論
と

し
て

の
性

教
育

の
必

要
性

が
わ

か
る

児
童

養
護

施
設

の
性

教
育

の
独

自
性
、

必
要

性
を
理
解
し
て
い
る

施
設

の
現

状
を

把
握

し
、

ニ
ー

ズ
に

沿
っ

た
教
育
内
容
の
優
先
順
位
づ
け
が
で
き
る

施
設

養
護

の
業

務
の

一
環

に
性

教
育

を
組

み
入
れ
て
意
味
づ
け
、
理
解
し
て
い
る

ⅱ
）

業
務

遂
行

の
姿
勢

課
題

を
理

解
し
、

解
決

し
よ

う
と

努
力

し
て

い
な
い

／
努
力
し
た
い
と
思
わ
な
い

課
題

を
理

解
し
、

解
決

し
よ

う
と

努
力

し
て

い
る

新
た

な
課

題
を

発
見

し
、

自
律

的
に

解
決

し
よ
う
と
し
て
い
る

性
教

育
の

考
え

方
や

方
法

を
他

の
問

題
解

決
や
援
助
技
術
の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
る

他
者

の
課

題
解

決
に

つ
い

て
助

言
し

た
り
、

力
を
貸
し
た
り
し
て
い
る

ⅲ
）

自
覚

と
自

信
性
教
育
が
養
護
の
仕
事
と
は
思
え
な
い

性
教

育
は

養
護

の
仕

事
だ

と
自

覚
し

て
い

る
が

難
し
い
と
感
じ
る

／
漠
然
と
し
た
不
安
が
強
い

養
護

の
専

門
性

と
し

て
性

教
育

は
一

応
で

き
る

／
取
り
組
む
た
び
に
難
し
い
と
感
じ
る

養
護

実
践

と
し

て
の

性
教

育
に

は
あ

や
ふ

や
な
点
が
な
い

／
考
え
が
整
理
さ
れ
て
い
る

養
護

実
践

に
お

い
て

性
教

育
は

必
要

不
可

欠
な
ス
キ
ル
だ
と
認
識
し
て
い
る

項
目
Ⅲ

- ⅰ
:

業
務
運
営

業
務
能
力

a）
企

画
立

案
と

実
施

･
評
価

実
施
方
法
が
わ
か
ら
な
い

実
施
手
順
が
わ
か
ら
な
い

基
本

の
実

施
方

法
と

手
順

を
理

解
し
、

準
備

で
き
る

／
手
順
ど
お
り
に
実
施
で
き
る

基
本
の
考
え
方
に
沿
っ
て
計
画
立
案
で
き
る

終
了
後
に
成
功

／
失
敗
か
評
価
で
き
る

計
画

か
ら

実
施

ま
で

の
業

務
を

完
全

に
理

解
し

て
い

る
／
イ
メ
ー
ジ
ど
お
り
の
計
画
が
書
け
る

性
教

育
を

日
常

業
務

の
設

計
に

も
応

用
し

て
、
業
務
の
改
善
を
試
み
よ
う
と
す
る

b）
理

論
・

技
法

の
習
得

必
要

な
情

報
や

技
術

が
わ

か
ら

ず
、

調
べ

る
こ

と
も

で
き

な
い

／
教

え
ら

れ
る

の
を

待
っ

て
い
る

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
の

技
法

を
理

解
し

て
い

る
／
必

要
な

情
報

を
調

べ
、

適
切

な
教

材
・

教
具

を
準

備
で

き
る

／
形

ど
お

り
に

実
施

で
き

る

基
本

的
な
グ

ル
ー

プ
ワ
ー
ク
は

落
ち

着
い

て
で
き
る

／予
想
外
の
反
応
へ
の
対
応
は
難
し
い

／失
敗
も
含
め
結
果
を
適
切
に
評
価
で
き
る

個
別

の
発

達
段

階
に

合
わ

せ
つ

つ
、

予
想

外
の

反
応

に
も

対
応

で
き

る
／
子

ど
も

の
生

活
感

覚
に

根
ざ

し
た

納
得

や
理

解
を

引
き

出
せ

る

対
応

に
困

難
さ

が
あ

る
集

団
に

も
安

全
な

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
が

計
画
・

実
施
・

評
価

で
き

る
／
集

団
援

助
の

理
論

を
日

常
業

務
に

活
か

せ
る

項
目
Ⅲ

- ⅱ
:

業
務
態
度

業
務
体
制

a）
役

割
と

業
務

分
担

役
割

分
担

さ
れ

た
こ

と
を

や
っ

て
こ

な
い

／
で
き
な
い
こ
と
を
問
題
だ
と
思
っ
て
い
な

い
多

く
の

役
割

を
相

手
に

分
担

し
て

も
ら

わ
な

け
れ
ば
で
き
な
い

／
役
割
を
十
分
こ
な
せ
な
い

任
さ

れ
た

仕
事

は
安

全
に

こ
な

せ
る

／
相

手
の
仕
事
・
役
割
を
手
伝
う
余
裕
は
な
い

公
平

な
役

割
分

担
を

意
図

的
に

作
り

出
せ

る
／
効
率
性
を
考
え
、
柔
軟
に
仕
事
が
で
き
る

相
手
の
能
力
を
信
頼
し
任
せ
ら
れ
る

／
柔

軟
な

役
割

分
担

・
チ

ー
ム

ワ
ー

ク
を

推
進

で
き

る

b）
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

意
思
疎
通
で
き
な
い

意
思

疎
通

し
よ

う
と

す
る

働
き

か
け

が
で

き
る
。

伝
え

た
い

こ
と

を
伝

え
る

努
力

が
で

き
る

伝
え

た
い

こ
と

は
伝

え
ら

れ
る

が
、

異
な

る
価

値
観

の
調

整
が

難
し

い
／
反

論
さ

れ
る

と
混
乱
す
る

伝
え

に
く

い
問

題
を

伝
え

る
工

夫
が

で
き

る
／
対

等
に

意
見

を
調

整
し
、

納
得

を
引

き
出

せ
る

厳
し

い
問

題
を

率
直

に
話

し
合

い
、

異
な

る
価

値
観

を
調

整
す

る
こ

と
に

負
担

を
感

じ
な

い

項
目
Ⅳ

- ⅰ
:

性
教
育
の
考

え
方
を
生
活

に
応
用

a）
性

行
動

リ
ス

ク
の
対
応

性
行
動
リ
ス
ク
に
気
づ
け
な
い

性
行
動
リ
ス
ク
や
関
係
性
に
気
づ
け
る

性
行

動
関

連
問

題
に

早
期

介
入
・

対
応

で
き

る
生

活
場

面
で

性
的

発
達

の
支

援
が

で
き

る
／

子
ど

も
の

個
別

性
か

ら
性

行
動

リ
ス

ク
を

予
測

し
、

問
題

の
予

防
に

資
す

る
教

育
・

支
援

が
で
き
る

性
行

動
リ

ス
ク

に
つ

い
て

他
の

職
員

へ
の

助
言
・

指
導
、

介
入

の
示

唆
が

で
き

る
（

ス
ー

パ
ー

ビ
ジ

ョ
ン
）

／
他

職
種
・

他
機

関
に

援
助

を
求
め
ら
れ
る
（
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
）

b）
性

的
発

達
の

支
援

性
行
動
と
生
活
の
つ
な
が
り
が
わ
か
ら
な
い

性
行

動
と

生
活

の
つ

な
が

り
が

わ
か

る
／
子

ど
も
の
性
的
発
達
の
支
援
の
必
要
性
が
わ
か
る

性
的

発
達

が
生

活
に

与
え

る
影

響
を

予
測

し
、
子
ど
も
に
適
切
に
注
意
・
指
導
で
き
る

問 題 の 種 類

イ
）
暴
力

何
が
暴
力
な
の
か
わ
か
ら
な
い

暴
力
の
理
解
は
し
て
い
る
が
介
入
が
難
し
い

暴
力
に
適
切
に
介
入
し
、
場
を
収
め
ら
れ
る

暴
力

が
発

生
し

に
く

い
環

境
づ

く
り

が
で

き
る

自
律
的
に
暴
力
を
収
め
る
支
援
が
で
き
る

ロ
）
性
行
動

愛
着

や
境

界
形

成
の

知
識

が
な

く
、

子
ど

も
と
の
適
切
な
距
離
感
が
保
て
な
い

愛
着

や
境

界
形

成
の

知
識

は
あ

る
が
、

適
切

な
距

離
間

で
子

ど
も

と
関

わ
る

の
は

困
難

で
あ
る

愛
着

や
境

界
の

問
題

を
理

解
し
、

子
ど

も
と

適
切

な
距

離
を

と
っ

て
関

わ
る

こ
と

が
で

き
る

愛
着

や
境

界
を

回
復

さ
せ

る
の

が
難

し
い

子
ど

も
に

も
粘

り
強

く
援

助
的

な
関

わ
り

が
で

き
る

職
員

に
対

し
て

愛
着

や
境

界
の

理
解

を
促

し
、

境
界

が
保

た
れ

た
環

境
づ

く
り

が
で

き
る

ハ
）

権
利

侵
害

生
活

の
中

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
と

守
秘

義
務

に
関
す
る
理
解
が
な
い

生
活

の
中

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
と

守
秘

義
務

は
理

解
で

き
る

が
子

ど
も

に
う

ま
く

説
明

で
き

な
い

子
ど

も
自

身
が

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

と
守

秘
義

務
を
守
れ
る
よ
う
に
支
援
で
き
る

生
活

の
中

で
権

利
侵

害
が

起
こ

ら
な

い
よ

う
子
ど
も
と
職
員
の
意
識
喚
起
が
で
き
る

子
ど

も
自

身
が

権
利

の
主

体
で

あ
る

と
実

感
で
き
る
よ
う
な
生
活
環
境
づ
く
り
が
で
き
る

ニ
）

人
間

関
係

子
ど
も
の
人
間
関
係
に
関
心
を
払
わ
な
い

子
ど

も
の

人
間

関
係

に
関

心
を

払
え

る
／
性

的
な

問
題

で
の

子
ど

も
と

の
関

係
作

り
は

難
し
い

性
教

育
の

知
識

を
子

ど
も

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
や
関
係
づ
く
り
に
活
か
せ
る

性
教

育
の

内
容

を
使

い
、

子
ど

も
の

人
間

関
係
の
形
成
に
良
い
影
響
を
与
え
ら
れ
る

子
ど

も
の

課
題

を
言

語
化
・

整
理

し
て
、

子
ど
も
自
身
の
問
題
解
決
を
支
援
で
き
る

項
目
Ⅳ

- ⅱ
:

性
教
育
で
求

め
ら
れ
る
態

度
を
日
常
の

実
践
に
反
映

a）
尊
重

子
ど
も
の
権
利
を
理
解
し
て
い
な
い

子
ど
も
の
権
利
を
理
解
し
て
い
る

子
ど

も
が

権
利

を
表

明
で

き
る

よ
う

支
援

す
る

子
ど
も
が
権
利
を
行
使
す
る
支
援
が
で
き
る

権
利
を
尊
重
す
る
文
化
を
醸
成
で
き
る

b）
非
暴
力

子
ど

も
の

攻
撃

性
や

暴
力

に
対

応
で

き
な

い
（
暴
力
で
返
し
て
も
何
と
も
思
わ
な
い
）

暴
力

や
支

配
的

態
度

は
い

け
な

い
が
、

や
む

を
え
な
い
時
も
あ
る
と
考
え
て
い
る

自
身

の
支

配
的

態
度

を
自

覚
し
、

律
し

よ
う

と
努
力
し
て
い
る

支
配

や
権

力
を

使
わ

な
く

て
も

子
ど

も
が

聞
い
て
く
れ
る
伝
え
方
が
で
き
る

乱
暴

な
子

ど
も

に
も

支
配

や
権

力
を

使
わ

ず
余
裕
を
持
っ
て
対
応
で
き
る

c）
共
感
性

子
ど

も
の

気
持

ち
が

わ
か

ら
な

い
／
子

ど
も

を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い

子
ど

も
の

気
持

ち
を

想
像

し
よ

う
と

す
る

／
子
ど
も
と
自
分
の
共
通
点
を
見
出
せ
る

子
ど

も
の

個
別

性
に

目
を

向
け

ら
れ

る
／
子

ど
も
の
目
線
に
近
づ
く
努
力
が
で
き
る

子
ど

も
の

困
難

さ
を

理
解

し
、

共
感

を
寄

せ
て
も
、
自
分
の
感
情
が
統
制
で
き
る

意
識

し
な

く
と

も
子

ど
も

の
気

持
ち

や
困

難
さ

に
向

き
合

い
、

落
ち

着
い

た
対

話
が

で
き

る

項
目
Ⅴ

:
情

報
伝

達
・

認
識
・
理
解

共
有
・
連
携

ⅰ
）

情
報

共
有

と
把
握

情
報

共
有

の
必

要
性

が
わ

か
ら

な
い

／
何

が
共
有
す
べ
き
情
報
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い

共
有

す
べ

き
情

報
は

わ
か

り
、

個
別

の
連

絡
は

で
き

る
／
公

的
な

情
報

共
有

の
場

づ
く

り
は
難
し
い

共
有

す
べ

き
情

報
を

弁
別
・

整
理

し
て

連
絡

で
き

る
／
職

員
間

の
文

書
で

の
情

報
共

有
が

で
き
る

情
報

共
有

の
場
（

会
議

）
が

調
整

で
き

る
／

寮
舎

内
の

性
的

な
問

題
の

簡
単

な
相

談
が

受
け
ら
れ
る

性
的

な
問

題
の

組
織

的
な

対
応

を
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

で
き

る
／
性

的
な

問
題

の
相

談
に

答
え
ら
れ
る

ⅱ
）

業
務

の
理

解
・
協
力
要
請

性
教

育
業

務
の

内
容

を
説

明
で

き
な

い
／
意

識
の
共
有
に
対
す
る
諦
め
や
無
力
感
が
あ

る
性

教
育

に
理

解
や

配
慮

を
求

め
る

必
要

性
は

理
解

し
て

い
る

が
、
担

当
職

員
以

外
に

協
力
を
求
め
る
の
は
難
し
い

性
教

育
業

務
へ

の
理

解
や

配
慮

を
他

職
員

に
求

め
ら

れ
る

／
他

職
員

の
関
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7．結果

これ以降の記述では、語られたテキストそのものを

太字イタリック体「」下線で示し凡例とした。発言内

の（）内アルファベットは職員に振り分けられた記号

を示す。

尺度を用いた評価によって、多くの項目に変化を感

じている職員と、限定された項目のみに変化を感じて

いる職員がいることがわかった（表3）。

表3：尺度に現れた5名の担当者の変化

担 当 者 変化が見られた
項目

2009/3月 2010/3月

A（30代女性）
4年制大学社会福祉学部
社会福祉士・保育士・
中学校教諭免許所持
施設職員経験7年目

総合 レベル2-3 レベル3-4
Ⅰ-ⅰ）実感 レベル0-1 レベル3-4
Ⅲ-ⅱ-a）分担 レベル2 レベル2-4
Ⅲ-ⅱ-b）協力 レベル0-3 レベル3-4

B（30代女性）
保育系短期大学
保育士・介護福祉士・
社会福祉主事・幼稚園
教諭2種免許所持
施設職員経験10年目

総合レベル レベル1-2 レベル3-4
Ⅰ-b）状態 レベル1-2 レベル2-3
Ⅱ-b）姿勢 レベル1-2 レベル4
Ⅱ-c）自覚 レベル1 レベル3
Ⅲ-ⅰ-a）企画 レベル0-1 レベル3
Ⅲ-ⅱ-a）分担 レベル2-3 レベル4
Ⅳ-ⅱ-a）尊重 レベル2 レベル3-4

C（20代男性）
保育系専門学校
保育士・幼稚園教諭2種
免許所持
施設職員経験5年目

総合 レベル0 レベル2-3
Ⅰ-b）状態 レベル0-2 レベル2-3
Ⅱ-a）目的 レベル0-1 レベル2-4
Ⅱ-b）姿勢 レベル0-1 レベル1-4
Ⅲ-ⅰ-a）企画 レベル0 レベル1-3
Ⅲ-ⅰ-b）技法 レベル0-1 レベル2
Ⅲ-ⅱ-a）分担 レベル0-3 レベル3-4
Ⅳ-ⅰ-b）支援 レベル0-1 レベル1-3
Ⅳ-ⅱ-b）非暴力 レベル1 レベル2
Ⅳ-ⅱ-c）共感性 レベル1 レベル1-2
Ⅴ-ⅰ）情報共有 レベル0 レベル0-1

D（20代男性）
幼児教育系短期大学
保育士・幼稚園教諭2種
免許所持
施設職員経験1年目

総合 レベル1-2 レベル2-4
Ⅰ-b）状態 レベル1-2 レベル3
Ⅱ-a）目的 レベル2 レベル3-4
Ⅱ-b）姿勢 レベル2 レベル3
Ⅲ-ⅰ-a）企画 レベル2 レベル2-3
Ⅲ-ⅰ-b）技法 レベル1-2 レベル2-3
Ⅲ-ⅱ-a）分担 レベル1 レベル2
Ⅳ-ⅰ-a）介入 レベル0-1 レベル1-3

E（20代男性）
4年制大学社会福祉学部
社会福祉主事
施設職員経験1年目

総合レベル レベル1 レベル1
Ⅱ-a）目的 レベル1 レベル2
Ⅲ-ⅱ-a）分担 レベル0 レベル1
Ⅳ-ⅰ-b）支援 レベル2 レベル1-3
Ⅳ-ⅱ-c）共感性 レベル3 レベル1-2

プロジェクト以前からの性教育を担当していたA職

員は、1年目はペア相手とのコミュニケーションに負

担感を感じていたが、2年目は、「お互いのパターン、
の慣れっていうんですか（A）」と役割分担ができる

ようになったと述べた。B職員は養護職員として10

年目の経験者であったが、性教育担当は初めてで、1

年目の自己評価は低かった。しかし2年目に養護と性

教育の共通性が理解できてからは業務に手ごたえを感

じ、「浸透してくには難しい、…でも、みんなでやら

なきゃいけないこと（B）」と専門業務としての性教

育実践を認識するようになったと述べた。

C職員は過去に性教育担当経験があり、プロジェク

ト開始時は業務に否定的で自己評価も低かった。しか

し2年間に徐々に肯定的な態度に変化し、16項目中10

項目の自己評価スコアが向上した。「〈自閉傾向があ
る子どもの性の指導を〉始めたんですよね（C）」、「前
だったらそんなこと（性的な遊び）やめろって言って
たんですけど、自分の部屋でやれと…プライベートだ
し（C）」など、生活場面で性的発達支援に取り組む

積極性や業務中の子どもの権利の尊重に対する態度の

変容などが自覚されていた。

D職員とE職員はともに新人職員であったが、異な

る変化をみせた。D職員は自己評価による2年間の伸

び幅が5人中最も大きかった「〈親密になろうと距離
を詰めてくる子に〉一切反応しないで、ちゃんと先生
と呼びなさいって話をずーっと繰り返し…〈性教育で
切り替えを学んだことで〉今の関係がちゃんとできて
る（D）」のような、生活に入り込んでくる性的な関

係性への敏感さや、「〈もし〉性教育〈チーム〉に入ら
ないで部屋に入った〈勤務していた〉としたら、たぶ
ん自分が一番ボスザルになって（笑）子どもに言い聞
かせてた所を思い浮かべてしまう（D）」という子ど

もへの支配的な態度の不適切さに気づく発言があった。

一方でE職員は、2年間のテキストを通じて肯定的な

発言が少なく、変化の気づきも、「女子の距離感。自
分との。…〈性教育の前は〉あんまり気使ってなかっ
たなと（E）」のような、境界線に関する発言が目立っ

ただけで、2年間の経験後の自己評価は下がった項目

の方が多かった。E職員はプロジェクト終了後に離職

した。

8．考察

（1）性教育実施過程での職員支援の必要性

尺度を用いた評価によって、専門資格、性別、経験

年数などが異なる5名が性教育業務に取り組んだ主観

の変化が把握できた。実践力を獲得する過程で職員の

主観は、「わからない」「できない」から、「わかるが

できない」「助けがなければできない」を経て、「何と

かできる」「一通りはできる」へと変化していた。

2年間で職員がレベルアップしていくプロセスをテ

キストの凡例を用いて説明すると次のようになる。

「わからない/できない」とは、「〈性的虐待などの問
題の〉研修に出てるから、言ってることの意味は理解
できるんだけれど、それは多分頭の中での理解でしか
なかった（B）」のような、知識がありながら実践に
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落とし込めない状態である。その後、「負担感はでも
確かに減ったと思います…前向きな変更は結構いっぱ
いあった（B）」、と実践を繰り返す中で「わかるがで

きない」から「できる」の手ごたえを得ていく。変化

はまず、自分の中に業務への向き合い方が変わったと

いう自覚が意識され、次に、性教育の中で見せる子ど

もの姿の変化に気づき、実施に手ごたえを感じるよう

になる。その後、仕事にともに取り組んでいる相手が

仕事の仕方の変化に気づいてくれるが、それ以外の職

員や管理者に変化が伝わるのは最後、あるいは管理者

には変化が伝わらないまま業務が終了する。変化の過

程を図式化すると図1の通りとなる（図1）。

図1：B職員の実感の変化
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1回目のインタビューでは全員が業務の辛さを表明

したが、2回目のインタビューでは「性教育だけじゃ
なくて、子どもとの関わりとか、この何年やってきた
こととかを、振り返る機会になりました。だから、辛
かった時もありましたし…（B）」と辛かった過去を

振り返ったうえで、「そこは大事な所だから絶対に駄
目とか言えるようになった（B）」のように、子ども

の性的な行動への指導が自信をもってできるように

なったという発言が得られた。養護実践が最も長いB

職員の凡例は、経験が長くても性教育が初めてならば、

実践の手ごたえを得るまでに一定の時間を要すること

を示していると考えられた。

（2）職員育成ツールとしての尺度の活用可能性

本プロジェクトはアクションリサーチである。アク

ションリサーチは現場の問題解決には適しているが、

介入中も状況の変化にあわせて随時計画を変更するた

め、仮説検証型の研究デザインがもつ介入前後の計画

の整合性は担保されない。Popeら（2008）は、この

ような研究は研究ではないという意見も存在すると述

べている。そのような批判を踏まえたうえで、このプ

ロジェクトで開発された性教育の自己評価尺度の活用

価値について述べる。

性教育が福祉援助技術を向上させるという先行研究

は1989年にすでにボーゴ、前田らが報告している

（ボーゴら1989）。一方松原（2018）は1980年代から

2017年までの施設内性教育実践の論点を整理し、施

設内性教育の研究は子どもへの支援・介入技法、子ど

もの権利の保障、ケアのあり方、施設や職員の倫理綱

領や基準、職員研修など多岐にわたっているが、これ

らを職員自身が統合し、内面化する論点が薄いと指摘

している。

施設内性教育の方法論は、古くは1988年（“人間と

性”教育研究協議会養護施設サークル1988）から、

最近では2022年（小木曽宏ら2022）まで、数々の理

論や実践研究が蓄積されている。しかし理論や実践研

究は、「振り返ることばっかりさせられるからー（笑）
…自分は中学生の時どうだったろうとか（A）」や、「俺
がやってることは全部…やってきたことはそう〈暴力〉
だったんじゃないかって思うって（C職員の発言を聞
いたB職員のコメント）」のような、性教育実践で否

応なく向き合わされる過去の自分や、自己の課題の乗

り越え方までは教えてくれない。

施設内性教育実践を進める側には、性教育実践は職

員にとって、自身の価値や行動に向き合わされるスト

レスが高い業務であるという共通理解が必要である。

性教育実践は、子どもに関わる大人の責務として、職

員自らの専門性で乗り越えるべき、と突き放した態度

をとれば、性教育の担当は、一部の志の高い職員を除

き、辛く、やりたくない仕事になってしまう可能性が

ある。実際にS園では、「〈過去の担当者は〉あまりに
も大変な時に、やーめたって、やめてた〈離職〉（A）」
と、性教育担当者の離職により、実践知が組織に蓄積

されなかった過去が語られた。本プロジェクトのよう

に手厚い支援体制を組んで実施しても、終了後に1名

が離職しているのである。

この尺度は、科学的な厳密さは欠くものの、入職1

年目から10年目までの職員が感じるであろう主観的

な状態像を「わからない/できない」、「わかるができ

ない」、「できる」、「常にできる」、「伝えられる」とい

う評価軸で表現し、自分のレベルが直観的に把握でき

るよう設計されている。尺度を用いた自己評価によっ

て、現在自分がどのレベルにいて、何にもがいている

のか、何が足りないのか、どこを目指せばいいのかが

見渡せる。尺度は、職員が見通しを持って性教育に取
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り組めるようにするツールであると同時に、養護実践

と性教育実践の関係性を直観的に理解するツールでも

ある。施設内性教育には知識の伝達以上に「〈性教育
のスキルを〉生活の場に持ち込めば、別に力で、お
い！ってこうやんなくても聞いてくれる（D）」のよ

うな、子どもとの関係性を適切に整える機能がある。

職員は性教育がしたいのではなく、子どもと関わりた

いはずであるが、性的な問題が適切に扱えなければ、

子どもと適切な関係は築けない。尺度によって性教育

と養護実践の関係が理解できれば、「子どもとかかわ
る仕事だったらどこでも使える（B）」という実践へ

の納得感が生まれるだろうと考える。

（3）性教育のソーシャルワーク機能を考える

このプロジェクトはS園という1つの児童養護施設

に限定されたアクションリサーチの結果であるため、

普遍性は担保されないが、このプロジェクトで職員の

性教育実践能力が向上した理由は、次のような仮説で

説明できる。

プロジェクト以前のS園の性教育は、高校生対象の

「行事」と位置付けられ、マラソン大会やクリスマス

会と同様の担当責任制であった。これを、日常の養護

実践の一部に位置付けた小舎横断的な職員チームが取

り組む年間計画の実践に位置付け、対象の子ども集団

に、決められた回数、決められた内容に沿ったグルー

プワークを実施する事業に組み替えて2年間展開した。

しかし、職員の業務の中心は日々の生活援助（ケアワー

ク）であり、職員のグループワーク技能には差があっ

た。そこで、発達段階に沿った子ども集団のニーズ把

握とアセスメント、様式の揃った教案を用いた実施計

画の作成、グループワークの実施と振り返り（スーパー

ビジョン）、記録、次回に向けた再アセスメント、とソー

シャルワークの基本に沿った業務の手順を整え、研究

者が伴走しながらOJTの中で知識・技能を伝達した。

その結果、職員の実践力が向上した。

松原（2013）はグループワーク形式の性教育を担当

した職員の視点が知識の伝達から子どもとの関係性に

シフトしていくプロセスがみられ、性教育実践に子ど

もと職員の関係を変化させる機能がある可能性を報告

している。グループワークはグループの力を活用して

個人の課題を解決していく対人援助技術（岩間2001）

であるため、職員が性教育を適切なグループワークに

基づいて行えば、職員が子ども同士や子どもと職員の

関係性に敏感になり、境界線や安全な環境づくりの工

夫などの援助技術が向上するのは当然と言える。また、

グループワークの技術が高い職員は施設養護のソー

シャルワーク機能を高めるとも考えられる。

児童養護施設運営指針（厚生労働省2023）の第Ⅱ

部各論の1養育・支援には、（1）養育・支援の基本と

して、子どもの理解、基本的欲求の充足、子どもの判

断や行動の保障、発達段階に応じた学びや遊びの保障、

様々な生活技術が習得できる支援の5項目が列挙され

ている。一方で（6）性に関する教育には「こどもの

年齢・発達段階に応じて…（略）性についての正しい

知識を得る機会を設ける」とある。

たしかに、発達過程の子どもにとって性に関する知

識は不可欠である。しかし、安全な環境が損なわれた

不適切な人間関係の中で育っていたり、日常生活に性

生活が深く入り込んだ環境で暮らした経験を持ってい

たりする子どもたちには、安全な環境の下で適切な関

係性に基づいた生活を体験し、そこには誠実に話を聞

き、支配的ではない態度で応えてくれる大人がいるこ

とを学ぶことがまず重要だろう。職員が行う施設内性

教育は、そのような場づくりに向けたソーシャルワー

ク実践であると言えるのではないだろうか。

9．むすびにかえて

本稿は、東京都内の児童養護施設S園に勤務するA

職員の依頼を受けた研究者がThe Body Shop Founda-

tion Asia Pacific Programmeの助成を受けて2008年か

ら2010年まで取り組んだ、児童養護施設における性

教育実施体制開発プロジェクトの成果の一部である。

本研究に関して開示すべきCOIはなく、当該財団の助

成事業もすでに終了しているが、野心的な計画に助成

してくださった財団に、この場を借りて御礼を申し上

げたい。

プロジェクトの成果は2010年から2017年にかけて

筆者が学会または論文として発表した。出典は引用に

示した通りである。本稿で取り上げた尺度は筆者の博

士論文「児童養護施設における性教育の実施体制に関

する研究―性教育担当者育成のためのアクションリ

サーチからの考察―」の第6章資料にVersion2を掲載

したが、その後は公開することなく時間が過ぎていた。

2025年に新たなソーシャルワーク認定資格としてこ

ども家庭ソーシャルワーカー養成が始まり、指定研修

の単元「子どもの性的発達の理解と支援」（日本ソー

シャルワーク教育学校連盟2024）がこのプロジェク

トで扱った内容をカバーしていたため、古い実践が今

後の実践に役立つかもしれないと思い、新たな考察を

加えて尺度開発の過程を公開することにした。

序論で述べた通り、2005年から2013年まで日本の

性教育実践は停滞しており、「ここから裁判」勝訴後も、
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学校での性教育を推進させるのが難しい時期が続いて

いる。2018年にユネスコが国際セクシュアリティ教

育ガイダンスの改訂版を発表し、2020年に邦訳が出

版されて以降、再び少しずつ性教育が注目されるよう

になっているが、性的な情報が広がるスピードは

2000年代とは比較にならないほど速く、子どもの性

の安全はますます保たれなくなっている。

このような社会において、社会的責務として子ども

の養育を担う施設職員には、性教育の実践力が不可欠

と考える。しかし、今まで述べてきたように、対人援

助職が性教育に取り組む際の業務ストレスは、特に実

践力がついてくるまでの一定期間は非常に高い。した

がって、組織が性教育に取り組むときは、担当者に責

任を持たせるだけでなく、その意欲を支援し課題に向

き合える仕組みも準備することが、実践によって組織

的な成果をあげる上で重要と考える。

性教育には職員の負担や困難を増大させる側面が確

かにあるが、職員の実践力が向上すれば、性教育の技

術によって生活全体を対等な関係性に基づいた安全な

環境に効率的に導けるようになると考える。組織が職

員の成長を支える体制を作ることで、組織が人を育て

るようになる。そして、人を育てるシステムづくりの

責任は施設管理者にあるというのが、本プロジェクト

で得た我々の結論である（松原ら2011）。

最後に、私が今までに開発してきた性教育グループ

ワークに多くのヒントをくださった故かとうてつお氏、

故岩間伸之氏に追悼をささげるとともに、大学院にて

多様な質的研究法を享受してくださった岩下清子氏、

尺度開発のヒントをくださった岩尾總一郎氏、研究協

力者のS園職員と当時の子どもたちに、心からの感謝

を申し上げます。

注 1） 裁判の詳細は「なぜ学校で性教育ができなくなったのか　

七生養護学校事件と今」包括的性教育推進法の制定をめ

ざすネットワーク編、浅井春夫、日暮かをる監修、あけ

び書房（2023）を参照されたい。

注 2）1 年目に 1 名の職員が業務変更を希望し交代した。

注 3） 子どもの参加拒否は時折みられたが性教育のスケジュー

ルが定着するにつれて減っていった。

注 4） 米国で開発された子どもへの暴力防止プログラム。NPO

法人 CAP センター・JAPAN が実施権限を持つ。施設内

CAP は児童養護施設向けプログラム。
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